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(57)【要約】
　開示されたテープクリーナは、使い勝手が良く、テー
プを簡単に交換でき、使用中、粘着テープローラがテー
プクリーナから離脱することを防止する。テープクリー
ナは、粘着テープローラと、粘着テープローラ内へ挿入
及び装着され、粘着テープローラを支持する、支持ロー
ラと、支持ローラの両側端にそれぞれ結合される両側端
を有し、粘着テープローラの外周面の一部を包囲する、
上部カバーと、支持ローラの両側端にそれぞれ結合され
る両側端を有し、上部カバー内の粘着テープローラの外
周面の一部を包囲し、支持ローラの長手方向の軸線を中
心に回転可能である、回転カバーと、上部カバーに接続
されたハンドルと、を備え、回転カバーは、回転カバー
の縁部分に位置付けられるテープカッター部であって、
粘着テープローラの粘着テープを切断する、テープカッ
ター部を備え、上部カバーは、上部カバーの内周面に位
置付けられるストッパ部であって、粘着テープがテープ
カッター部によって切断される際、回転カバーが任意に
回転しないように回転カバーを停止させる、ストッパ部
を備え、粘着テープローラと支持ローラとは両方とも、
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　粘着テープローラと、
　該粘着テープローラ内へ挿入及び装着され、該粘着テープローラを支持する、支持ロー
ラと、
　該支持ローラの両側端にそれぞれ結合される両側端を有し、該粘着テープローラの外周
面の一部を包囲する、上部カバーと、
　該支持ローラの両側端にそれぞれ結合される両側端を有し、該上部カバー内の該粘着テ
ープローラの該外周面の一部を包囲し、該支持ローラの長手方向の軸線を中心に回転可能
である、回転カバーと、
　該上部カバーに接続されたハンドルと、を備え、
　該回転カバーは、該回転カバーの縁部分に位置付けられるテープカッター部であって、
該粘着テープローラの粘着テープを切断する、テープカッター部を備え、
　該上部カバーは、該上部カバーの内周面に位置付けられるストッパ部であって、該粘着
テープが該テープカッター部によって切断される際、該回転カバーが任意に回転しないよ
うに該回転カバーを停止させる、ストッパ部を備え、
　該粘着テープローラと該支持ローラとは両方とも、該支持ローラの該長手方向の該軸線
を中心に回転可能であり、
　該粘着テープローラ、該支持ローラ、該上部カバー、及び該回転カバーのすべては、着
脱可能である、テープクリーナ。
【請求項２】
　前記上部カバーは、前記上部カバーの一方の縁部分又は両方の縁部分に位置付けられる
引き出し用溝であって、前記上部カバーによって包囲された前記回転カバーを引き出す、
引き出し用溝を有する、請求項１に記載のテープクリーナ。
【請求項３】
　前記テープカッター部は、前記回転カバーと一体に成形される、又は前記回転カバーか
ら取り外されるように成形される、請求項１に記載のテープクリーナ。
【請求項４】
　前記回転カバーが前記上部カバーによって完全に包囲され、かつ前記回転カバーが前記
支持ローラの前記長手方向の前記軸線を中心に回転して、前記上部カバーと対称であるよ
うに位置付けられている場合、前記回転カバーは、固定される、請求項１に記載のテープ
クリーナ。
【請求項５】
　前記上部カバーは、前記上部カバーの両側の内側表面にガイド及び溝を有し、前記回転
カバーは、前記回転カバーの両側の外側表面に側部突出部を有し、該側部突出部は、該ガ
イドに沿って移動し、その後、該溝に嵌合し、それにより前記回転カバーは固定される、
請求項４に記載のテープクリーナ。
【請求項６】
　前記上部カバーは、前記上部カバーの両側のそれぞれの内側表面に形成された１つのガ
イド及び２つの溝を有し、前記回転カバーは、前記回転カバーの両側のそれぞれの外側表
面に形成された１つ又は２つの側部突出部を有し、該側部突出部は、該ガイドに沿って移
動し、その後、該溝に嵌合し、それにより前記回転カバーは固定される、請求項５に記載
のテープクリーナ。
【請求項７】
　前記上部カバーは、前記上部カバーの両側のそれぞれの内側表面に形成された２つ又は
４つのガイド及び４つの溝を有し、前記回転カバーは、前記回転カバーの両側の前記外側
表面の上方部分及び下方部分のそれぞれに形成された１つの側部突出部を有し、該側部突
出部は、該ガイドに沿って移動し、その後、該溝に嵌合し、それにより前記回転カバーは
固定される、請求項５に記載のテープクリーナ。
【請求項８】
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　前記回転カバーは、前記回転カバーの下方部分に形成された支持部材を有する、請求項
１に記載のテープクリーナ。
【請求項９】
　前記上部カバーは、前記回転カバーの前記支持部材を収容する溝を有する、請求項８に
記載のテープクリーナ。
【請求項１０】
　前記粘着テープローラは、前記粘着テープのロールの周毎に切り取り線が設けられてい
る、請求項１に記載のテープクリーナ。
【請求項１１】
　前記支持ローラは、支持ローラコアと、第１の支持ローラサイドキャップと、第２の支
持ローラサイドキャップと、伸縮部材と、を備える、請求項１に記載のテープクリーナ。
【請求項１２】
　前記支持ローラコア内に隔壁が形成され、前記伸縮部材は、前記第１の支持ローラサイ
ドキャップと該隔壁との間に配設される、請求項１１に記載のテープクリーナ。
【請求項１３】
　前記第１の支持ローラサイドキャップにボタンが配設され、該ボタンを押すことによっ
て前記伸縮部材を圧縮することができる、請求項１２に記載のテープクリーナ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、ベッドシーツ、衣類、及びカーペットに付着している塵埃、毛髪、及び糸く
ずなどの異物を除去するテープクリーナに関する。
【背景技術】
【０００２】
　テープクリーナは、ベッドシーツ、衣類、及びカーペットなどの布地の表面に付着して
いる塵埃、毛髪、及び糸くずなどの様々な種類の異物を除去するために広く使用されてい
る。
【０００３】
　概して、図１に示すように、テープクリーナは、粘着テープが装着されている粘着テー
プローラ１と、粘着テープローラ内に挿入及び装着され、粘着テープローラを支持する、
支持ローラ２と、支持ローラの両端にそれぞれ結合される両端を有し、支持ローラを支持
する、支持フレーム３と、支持フレームに接続されている前端を有するハンドル４と、を
備える。
【０００４】
　テープクリーナのハンドル４が握られ、粘着テープローラが必要な場所で回転及び移動
する時、粘着テープローラが回転する間、塵埃及び毛髪などの異物は、粘着テープローラ
の粘着シート層の表面に付着し除去される。上述のように、異物を除去する間、あまりに
も多くの異物が粘着シート層の表面に付着すると、粘着シート層の粘着力が低下し、異物
が除去できない場合がある。この場合、ユーザは、ナイフ及びハサミなどの切断手段を使
用して、異物が付着している粘着シート層の部分を除去していた。したがって、関連技術
において、ナイフ及びハサミなどの切断手段を使用せずに、異物が付着している粘着シー
ト層の部分をユーザが容易に除去し、粘着シート層の新しい部分を露出させることができ
るように、切り取り線５が所定の間隔で粘着テープローラの長手方向に粘着シートローラ
上に形成されている。したがって、ユーザは、異物が付着している粘着シート層を切り取
り線に沿って容易に除去し、その後、新しい粘着シート層を露出させることができるだろ
う。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、粘着テープローラの上に切り取り線が形成された粘着テープローラを使
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用するテープクリーナの場合、テープクリーナの製造時に粘着テープローラ上に切り取り
線を形成するための更なる処理が要求されるので、テープクリーナの製造コストが増大す
るという問題があった。
【０００６】
　粘着テープは、粘着テープローラの切り取り線の状態に従って簡単に切断できない場合
があるので、テープクリーナの使い勝手は悪い。具体的には、毛髪のような長い長さを有
する異物が粘着テープが巻かれている方向に粘着テープに付着していた場合、粘着テープ
は、切り取り線に沿って正確に切断されない場合があるだろう。
【０００７】
　異物が付着している粘着テープの部分の面積が狭い場合、粘着テープが切り取り線に沿
って切断されると、粘着テープローラが浪費されるという問題がある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　開示されたテープクリーナは、使い勝手が良く、テープの交換が簡単であり、使用中、
粘着テープローラがテープクリーナから離脱することを防止する。一実施形態において、
テープクリーナは、粘着テープローラと、粘着テープローラ内に挿入及び装着され、粘着
テープローラを支持する支持ローラと、支持ローラの両側端にそれぞれ結合される両側端
を有し、粘着テープローラの外周面の一部を包囲する、上部カバーと、支持ローラの両側
端にそれぞれ結合される両側端を有し、上部カバー内の粘着テープローラの外周面の一部
を包囲し、支持ローラの長手方向の軸線を中心に回転可能である、回転カバーと、上部カ
バーに接続されたハンドルと、を備え、回転カバーは、回転カバーの縁部分に位置付けら
れるテープカッター部であって、粘着テープローラの粘着テープを切断する、テープカッ
ター部を備え、上部カバーは、上部カバーの内周面に位置付けられるストッパ部であって
、粘着テープがテープカッター部によって切断される際、回転カバーが任意に回転しない
ように回転カバーを停止させる、ストッパ部を備え、粘着テープローラと支持ローラとは
両方とも、支持ローラの長手方向の軸線を中心に回転可能であり、粘着テープローラ、支
持ローラ、上部カバー、及び回転カバーのすべては、着脱可能である。
【０００９】
　一実施形態において、テープクリーナは、テープカッター部を備え、それによって、異
物が付着している粘着テープローラの粘着シート層の部分を容易に除去し、新しい粘着シ
ート層を露出させる。
【００１０】
　一実施形態において、ローラ及びカバーは、カバーの紛失を回避するために一体に成形
される。したがって、保管が便利であり、露出した粘着テープの表面は、損傷することが
ない。
【００１１】
　一実施形態において、カバーの開閉が便利であり、簡単にテープを交換することができ
、テープの設計は複雑ではない。テープクリーナは、使い勝手良く使用することができ、
テープクリーナを使用する際、粘着テープローラが離脱しにくい。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】関連技術のテープクリーナの斜視図である。
【図２】テープクリーナアコーディング（according）の一実施形態の斜視図である。
【図３】テープクリーナの一実施形態の分解斜視図である。
【図４】テープクリーナにおいて使用される支持ローラの例示的な実施形態を示す断面図
である。
【図５ａ】テープクリーナにおいて上部カバー及び回転カバーの大きさに従うストッパ部
の位置を示す断面図である。
【図５ｂ】テープクリーナにおいて上部カバー及び回転カバーの大きさに従うストッパ部
の位置を示す断面図である。
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【図５ｃ】テープクリーナにおいて上部カバー及び回転カバーの大きさに従うストッパ部
の位置を示す断面図である。
【図６】テープクリーナの一実施形態の下側斜視図である。
【図７Ａ】それぞれ、回転カバーの側部突出部の数に従って結合されている上部カバーの
溝及びガイドの態様及び数を示す。
【図７Ｂ】それぞれ、回転カバーの側部突出部の数に従って結合されている上部カバーの
溝及びガイドの態様及び数を示す。
【図８】回転カバーが回転している状態のテープクリーナの一実施形態の斜視図である。
【図９】テープクリーナの一実施形態の下側斜視図であり、図９Ａは、テープクリーナが
使用中でない状態を示し、図９Ｂは、テープクリーナが使用中である状態を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　図２は、本発明の例示的な実施形態によるテープクリーナの斜視図である。テープクリ
ーナ１００は、粘着テープローラ１０と、支持ローラ２０と、上部カバー３０であって、
上部カバー３０の内周面に位置付けられたストッパ部３２を有する、上部カバー３０と、
回転カバー４０であって、回転カバー４０の縁部分に位置付けられたテープカッター部４
２を有する、回転カバー４０と、ハンドル５０と、を備える。粘着テープローラ、支持ロ
ーラ、上部カバー、及び回転カバーのすべては、着脱可能である。
【００１４】
　粘着テープローラ１０は、ロールの表面に巻かれた粘着テープを有する通常のロール形
状の粘着テープであり、その外周面に位置付けられた複数の粘着シート層を有する。粘着
テープローラ１０は、支持ローラの長手方向の軸線を中心に回転することができる。した
がって、テープクリーナの使用時、粘着テープローラ１０が回転及び移動する際、塵埃及
び毛髪などの異物が粘着シート層の表面に付着し、異物を除去することができる。しかし
ながら、関連技術のテープクリーナと違って、本発明のテープクリーナ１００においては
、テープクリーナの使用により粘着テープローラの粘着力が低下すると、異物が付着して
いる粘着テープローラの粘着テープは、所定の長さで分離され、テープカッター部４２に
よって切断され、それにより新しい粘着シート層が露出して、異物を除去することができ
る。
【００１５】
　粘着テープローラ１０は、その両側の中心部分に貫通孔を有し、支持ローラ２０を貫通
孔内に挿入及び装着することができる。したがって、粘着テープローラ１０は、貫通孔内
に挿入されている支持ローラ２０によって支持されている。
【００１６】
　粘着テープローラ１０において、（図示されない）切り取り線が、粘着テープのロール
の周毎に任意選択的に配設されてもよい。切り取り線を配設することは、粘着シート層を
切断する際に、テープカッター部によって切り取り線の部分を切断することによって、よ
り容易に粘着シート層を切断することができるとういう点でより便利である。
【００１７】
　支持ローラ２０は、粘着テープローラ１０の貫通孔内に挿入及び装着され、粘着テープ
ローラ１０を支持するように機能する。図３を参照すると、支持ローラ２０は、上部カバ
ー３０の両側端及び回転カバー４０の両側端に結合されている。
【００１８】
　例示的な実施形態によると、支持ローラ２０は、第１の結合用突出部分２１ａ及び第２
の結合用突出部分２１ｂを備えてもよく、第１の結合用突出部分２１ａ及び第２の結合用
突出部分２１ｂは、それぞれ、支持ローラ２０の両側端から外側に突出している（図３参
照）。この場合、第１及び第２の結合用突出部分２１ａ及び２１ｂによって、支持ローラ
２０は、上部カバーの両側端及び回転カバーの両側端にそれぞれ簡単に結合することがで
きる。
【００１９】
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　他の例示的な実施形態によると、図４に示すように、支持ローラ２０は、支持ローラコ
ア２２ａと、第１の支持ローラサイドキャップ２２ｂと、第２の支持ローラサイドキャッ
プ２２ｃと、伸縮部材２２ｄと、を備える。図４は、支持ローラコア２２ａ、第１の支持
ローラサイドキャップ２２ｂ、第２の支持ローラサイドキャップ２２ｃ、及び伸縮部材２
２ｄが互いに結合されている支持ローラ２０を示す。かかる支持ローラ２０を備えている
ので、本発明のテープクリーナ１００は、粘着テープローラ１０を容易に取り外し、交換
することができる。
【００２０】
　図４に示すように、伸縮部材２２ｄは、支持ローラコア２２ａ内の第１の支持ローラサ
イドキャップ２２ｂに面する端部に配設されてもよい。伸縮部材２２ｄの例としては、ば
ねなどが挙げられる。支持ローラコア２２ａの内部に隔壁が配設されてもよい。この場合
、伸縮部材２２ｄは、第１の支持ローラサイドキャップ２２ｂと隔壁との間に位置付けら
れてもよい。
【００２１】
　第１の支持ローラサイドキャップ２２ｂにボタンが配設されてもよい。ボタンが押され
ると、伸縮部材２２ｄは圧縮され、それによって、粘着テープローラをより容易に取り外
し、交換することができる。
【００２２】
　具体的には、粘着テープローラ１０を交換する場合、第１の支持ローラサイドキャップ
２２ｂのボタンが押されると、伸縮部材２２ｄに力が付与され、伸縮部材２２ｄの長さが
縮小し、上部カバー３０の片側端部及び回転カバー４０の片側端部と第１の支持ローラサ
イドキャップ２２ｂとの間に間隙が形成される。間隙によって、支持ローラ２０から粘着
テープローラ１０を簡単に取り外し、交換することができる。このように、本発明の例示
的な実施形態のテープクリーナによると、ボタンを押すことによって、粘着テープローラ
１０を便利に交換することができる。
【００２３】
　図３に示すように、上部カバー３０の両側端は、支持ローラ２０の両側端にそれぞれ結
合される。例示的な実施形態によると、上部カバー３０は、その両端に貫通孔３１を有し
てもよい。上部カバー３０及び支持ローラ２０は、支持ローラ２０の両側に配設されてい
る第１の結合用突出部分２１ａの端部及び第２の結合用突出部分２１ｂの端部を貫通孔３
１内にそれぞれ挿入することによって、互いに結合することができる。
【００２４】
　上部カバー３０は、粘着テープローラ１０の外周面の一部を包囲する。上部カバー３０
は、テープクリーナが使用中でない場合、粘着テープローラ１０の上方部分が汚染物によ
って損傷することを防ぐことができる。この場合、上部カバー３０と粘着テープローラ１
０の外周面との間に所定の間隙を設けてもよい。
【００２５】
　図３に示すように、上部カバー３０は、その内周面に形成されたストッパ部３２を有す
る。ストッパ部３２は、粘着テープがテープカッター部４２によって切断される際、回転
カバー４０が任意に回転しないように回転カバー４０を停止させる。粘着シート層がテー
プカッター部４２によって切断される際、たとえ回転カバー４０に外力が付与されても、
回転カバー４０の回転運動はストッパ部３２によって停止されるので、ユーザは、テープ
カッター部４２で粘着シート層を簡単に切断することができる。更に、上部カバーの側面
の中心角及び回転カバーの側面の中心角が両方とも１８０°である場合、ストッパ部３２
は、テープクリーナが使用中でない場合、回転カバー４０が回転しないように回転カバー
４０を停止させることができる。
【００２６】
　ストッパ部３２の位置は、特に限定されないが、上部カバー及び回転カバーの大きさを
考慮して調整されてもよい。例示的な実施形態によると、図５Ａに示すように、回転カバ
ーの側面の中心角βが上部カバーの側面の中心角αと同一である場合、ストッパ部３２は
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、上部カバーの中心部分と上部カバーの第２の縁部分との間の上部カバーの内周面上に位
置付けられ、好ましくは、ストッパ部３２は、上部カバーの第２の縁部分付近に位置付け
られてもよい。他の例示的な実施形態によると、回転カバーの側面の中心角βが上部カバ
ーの側面の中心角αよりも小さく、かつ上部カバーの中心角の１／２よりも大きい場合、
ストッパ部３２は、上部カバーの中心部分付近の上部カバー３０の内周面に位置付けられ
てもよい（図５Ｂ参照）。更に他の例示的な実施形態によると、回転カバーの側面の中心
角βが上部カバーの側面の中心角αの１／２よりも小さい場合、ストッパ部３２は、上部
カバーの中心部分と第１の縁部分との間の上部カバーの内周面に位置付けられもよく、好
ましくは、ストッパ部３２は、上部カバーの第１の縁部分付近に位置付けられてもよい（
図５Ｃ参照）。粘着テープがテープカッター部４２によって切断される際、ストッパ部３
２は、テープカッター部４２に対して反対側に位置付けられている回転カバー４０の第２
の縁部分に当接しながら、回転カバー４０の任意の回転運動を停止させる。ここで、上部
カバー及び回転カバーの側面の形状が、例えば、扇形又は半円形である場合、中心角は、
扇形又は半円形の２辺によって形成された角度を意味する。回転カバーが上部カバーによ
って完全に包囲される場合、すなわち、本発明の例示的な実施形態によるテープクリーナ
が使用中である場合、上部カバーの第１の縁部分は、テープカッター部４２の位置に対応
する、上部カバーの縁部分を意味する。上部カバーの第２の縁部分は、上部カバーの第１
の縁部分に対して反対側に位置付けられている縁部分を意味する。
【００２７】
　上部カバー３０は、その一方の縁部分又は両方の縁部分に引き出し用溝（withdrawing 
groove）３３を有してもよい。例えば、引き出し用溝３３は、上部カバー３０の第１の縁
部分に位置付けられてもよく、又は引き出し用溝３３は、上部カバー３０の第１及び第２
の縁部分にそれぞれ位置付けられてもよい。図６に示すように、回転カバー４０が上部カ
バー３０によって完全に包囲されている場合、ユーザは、上部カバー３０によって完全に
包囲されている回転カバー４０を引き出し用溝３３によって簡単に引き出すことができる
。
【００２８】
　図７に示すように、上部カバー３０は、その両側の内側表面に形成された溝３４及びガ
イド３５を有してもよい。例えば、図７Ａに示すように、２つの溝３４及び１つのガイド
３５が上部カバー３０の両側の内側表面のそれぞれに設けられてもよい。あるいは、図７
Ｂに示すように、４つの溝３４及び２つのガイド３５が上部カバー３０の両側の内側表面
のそれぞれに設けられてもよく、又は４つの溝３４及び４つのガイド３５が設けられても
よい。この場合、２つの溝３４は、上部カバー３０の両側の内側表面のそれぞれの上方部
分及び下方部分に位置付けられてもよく、残りの２つの溝３４は、上部カバー３０の両側
の内側表面のそれぞれの左上方部分及び右下方部分に位置付けられてもよい。ここで、ガ
イド３５は、上方溝と右下方溝との間、かつ下方溝と左上方溝との間にそれぞれ位置付け
られてもよく、又はそれぞれ、溝と溝との間に位置付けられてもよい。しかしながら、左
上方溝の位置と右下方溝の位置とは、上部カバー及び回転カバーの側面の大きさを考慮し
て調整されてもよい。溝３４及びガイド３５の機能は、回転カバーに関する以下の記述に
おいて記載される。
【００２９】
　上部カバー３０の側面の形状は、特に限定されないが、例えば、扇形、半円形などであ
ってもよい。
【００３０】
　上部カバー３０の側面の大きさは、特に限定されない。しかしながら、上部カバーの側
面の中心角αが３０°～１８０°であり、好ましくは４５°～９０°であり得る場合、テ
ープクリーナを使用及び格納しやすい。具体的には、上部カバー３０の側面の中心角α及
び回転カバー４０の側面の中心角βが１８０°である場合、すなわち、上部カバーと回転
カバーとが両方とも半円形である場合、テープクリーナが使用中でない場合、粘着テープ
ローラ１０の上方部分並びに下方部分を汚染物から保護することができる。
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【００３１】
　上部カバー３０の材料は、特に限定されないが、例えば、金属、プラスチックなどであ
ってもよい。
【００３２】
　図３に示すように、回転カバー４０の両側端は、支持ローラ２０の両側端にそれぞれ結
合される。例示的な実施形態によると、回転カバー４０は、回転カバーの両端に貫通孔４
１を有してもよい。回転カバー４０及び支持ローラ２０は、支持ローラ２０の両側端、例
えば、支持ローラ２０の第１の結合用突出部分２１ａの端部及び第２の結合用突出部分２
１ｂの端部を貫通孔４１内へそれぞれ挿入することによって、互いに結合してもよい。
【００３３】
　上部カバー３０の内部において、回転カバー４０は、粘着テープローラ１０の外周面の
一部を包囲する。回転カバー４０は、テープクリーナが使用中でないときに粘着テープロ
ーラ１０の下方部分が汚染物によって損傷することを防ぐことができる。ここで、回転カ
バー４０と粘着テープローラ１０の外周面との間に所定の間隙が設けられてもよい。
【００３４】
　図３に示すように、回転カバー４０は、その縁部分に形成されたテープカッター部４２
を含む。本発明の場合、ユーザは、異物によって汚染された粘着テープ（粘着シート層）
を、ナイフ及びハサミなどの切断手段を使用せずにテープカッター部４２を使用して切断
し、新しい粘着テープ（粘着シート層）を露出させることができるので、ユーザは、テー
プクリーナを便利に使用することができる。
【００３５】
　テープカッター部４２は、回転カバーと一体となるように回転カバーと一体に成形され
てもよく、又は別個のテープカッター部の部材が、回転カバーから取り外され、交換でき
るように回転カバーの縁部分に装着されていてもよい。テープカッター部が回転カバーと
一体に成形される場合、テープカッター部の材料は、回転カバーの材料と同一である。一
方、テープカッター部が回転カバーから取り外され、交換できるように形成される場合、
テープカッター部の材料は、回転カバーの材料と同一又は異なる金属、プラスチックなど
であってもよい。
【００３６】
　テープカッター部の形状は、テープカッター部が粘着シート層を切断できるのであれば
、特に限定されず、例えば、三角形などであってもよい。
【００３７】
　回転カバー４０は、支持ローラ２０の長手方向の軸線を中心に両方向に回転することが
できる。しかしながら、回転カバー４０が上部カバー３０によって完全に包囲されると、
かつ回転カバー４０が支持ローラ２０の長手方向の軸線を中心に回転し、上部カバー３０
と対称に位置付けられると、本発明の回転カバー４０は、固定されることができる。
【００３８】
　回転カバー４０は、回転カバー４０の両側の外側表面のそれぞれに形成される側部突出
部４３を有してもよい（図７Ａ及び図７Ｂ参照）。一方の側部突出部４３は、回転カバー
４０の両側の外側表面のそれぞれの下方部分に設けられてもよく（図７Ａ参照）、又は一
方の側部突出部４３は、回転カバー４０の両側の外側表面のそれぞれの上方部分及び下方
部分のそれぞれに設けられてもよい（図７Ｂ参照）。側部突出部４３は、上部カバー３０
のガイド３５に沿って移動し、その後、溝３４に嵌合することができる。
【００３９】
　例示的な実施形態によると、図７Ａに示すように、一方の側部突出部４３は、回転カバ
ー４０の両側の外側表面のそれぞれに設けられてもよく、２つの溝３４及び１つのガイド
３５は、上部カバー３０の両側の内側表面のそれぞれに設けられてもよい。他の例示的な
実施形態によると、図７Ｂに示すように、２つの側部突出部４３は、回転カバー４０の両
側の外側表面のそれぞれに設けられてもよく、４つの溝３４及び２つのガイド３５は、上
部カバー３０の両側の内側表面のそれぞれに設けられてもよい。回転カバー４０及び上部
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カバー３０が互いに結合される際、回転カバー４０の両側の側部突出部４３は、上部カバ
ー３０の両側のガイド３５に沿ってそれぞれ移動することができ、その後、上部カバー３
０の両側の溝３４にそれぞれ嵌合することができる。回転カバー４０及び上部カバー３０
の連結部分の拡大図である図７Ａ及び図７Ｂを参照すると、回転カバー４０の側部突出部
が上部カバー３０の溝３４に嵌合する態様を見ることができる。
【００４０】
　例示的な実施形態によると、本発明によるテープクリーナが使用中の場合、回転カバー
４０の両側突出部４３は、上部カバー３０のガイド３５に沿って移動し、その後、溝３４
に嵌合し固定される（図７Ｂ参照）。この時、回転カバー４０は、粘着テープローラ１０
の上方に位置付けられ、粘着テープローラ１０の下方部分が開放されて、テープクリーナ
が回転及び移動している間、異物を除去する。テープクリーナが使用中でない場合、回転
カバー４０の両側突出部４３が上部カバー３０のガイド３５に沿って移動すると、両側突
出部４３は溝３４に嵌合し固定される。その後、粘着テープローラの下方部分は、閉じた
状態となり、粘着テープローラ１０の下方部分は、汚染物から保護され、それによってテ
ープクリーナを簡単に保護することができる。
【００４１】
　回転カバー４０の下方部分の表面は平坦であってもよい（図示せず）。この場合、テー
プクリーナは、底部に対して直立状態で格納されることができる。
【００４２】
　回転カバー４０は、回転カバー４０の下方部分に形成された支持部材４４を有してもよ
い（図８参照）。テープクリーナが使用中でない場合、すなわち、格納形態の場合、支持
部材４４は、テープクリーナ自体を支持するよう機能する。回転カバー４０が支持部材４
４を有する場合、上部カバー３０は、回転カバー４０の支持部材（support members the 
rotary cover 40）を収容することができる溝３６を有してもよい。図８に示すように、
本発明の例示的な実施形態によるテープクリーナ１００は、回転カバー４０を回転させる
ことによって格納形態から使用形態へ変換され、回転カバー４０の支持部材４４は、上部
カバー３０の溝３６内に収容されることができる。
【００４３】
　回転カバー４０の側面の形状は、特に限定されないが、例えば、扇形、半円形などであ
ってもよい。ここで、回転カバーの側面の形状は、上部カバーの側面の形状と対応してい
てもよい。
【００４４】
　回転カバー４０の側面の大きさは、特に限定されない。しかしながら、回転カバーの側
面の中心角αが３０°～１８０°であり、好ましくは４５°～９０°であり得る場合、テ
ープクリーナが使用中でないときに粘着テープローラ１０の下方部分を汚染物から保護す
ることができる。
【００４５】
　回転カバー４０の材料は、特に限定されないが、例えば、金属、プラスチックなどであ
ってもよい。
【００４６】
　本発明において、ハンドル５０は、上部カバー３０に接続される。（図示されない）ハ
ンドルキャップがハンドル５０の上方部分に装着されてもよい。ハンドル５０は、滑らな
いようにゴム製であってもよい。
【００４７】
　以降、本発明の例示的な実施形態によるテープクリーナの格納状態及び使用状態を詳細
に記載する。
【００４８】
　図９Ａは、本発明の例示的な実施形態によるテープクリーナ１００が使用中でない態様
を示す。回転カバー４０は、支持体として機能するように粘着テープローラ１０の下に位
置付けられている。したがって、粘着テープローラ１０の下方部分が汚染物によって損傷
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することを防ぐことが可能である。この状態で、回転カバー４０の両側の側部突出部４３
は、上部カバー３０の溝３４、すなわち、上部カバーの上方及び下方部分の溝３４に嵌合
し固定されている（図７参照）。
【００４９】
　図９Ｂは、図９Ａに示される回転カバー４０が反対方向に回転した際の、本発明の例示
的な実施形態によるテープクリーナ１００が使用中である態様を示す。回転カバー４０の
両側の側部突出部４３は、上部カバー３０の両側のガイド３５に沿って移動し、その後、
溝３４に再び嵌合し固定される（図７参照）。これによって、本発明のテープクリーナ１
００において、回転カバー４０は、粘着テープローラ１０の上方に位置付けられ、粘着テ
ープローラ１０の下方部分が開放されて、底部の上の異物を除去する。テープクリーナ１
００では、異物が付着する粘着テープの部分がテープカッター部によって切断される際、
回転カバー４０の回転運動がストッパ部３２によって停止される一方、回転カバー４０の
両側の側部突出部４３は、溝に嵌合し固定されるので、ユーザは粘着テープを小さい力で
安定して切断することができる。
【００５０】
　粘着テープローラ１０の下方部分が開放された状態で、回転カバー４０が再び回転する
場合（すなわち、テープクリーナの使用形態－図９Ｂ参照）、回転カバー４０の両側の側
部突出部４３は、上部カバー３０の両側のガイド３５に沿って再び移動する。側部突出部
４３が移動し、その後、再び、上部カバー３０の溝３４に嵌合し固定されると、回転カバ
ー４０を、粘着テープローラの下方部分が閉じられた状態に再び固定することができる（
すなわち、テープクリーナの格納形態－図９Ａ参照）。
【００５１】
　このように、本発明によるテープクリーナは、テープクリーナが使用中である状態から
テープクリーナが使用中でない状態へ、又は逆へも簡単に変換することができるので、テ
ープクリーナを使用しやすい。
【００５２】
　前述より、本発明の様々な実施形態が説明を目的として本明細書に記載され、本発明の
範囲及び主旨から逸脱することなく様々な変更を行うことができることが理解されるであ
ろう。したがって、本明細書に開示されている様々な実施形態は、限定することを意図す
るものではなく、本発明の真の範囲及び主旨は以下の特許請求の範囲によって示されてい
る。
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【要約の続き】
支持ローラの長手方向の軸線を中心に回転可能であり、粘着テープローラ、支持ローラ、上部カバー、及び回転カバ
ーのすべては、着脱可能である。
【選択図】図２
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